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■議決の結果及び内容（詳しくは町ＨＰの会議録をご覧下さい。図書館でも閲覧可能です。）
 議案番号 件 名 及 び 内 容   議決年月日 議決の結果

同意第15号 教育委員会委員の任命について 29年９月７日 同  意  済
 ◆教育委員会委員として、濵政則氏を任命することに同意。

議案第33号 副町長の選任について 29年９月７日 原案可決
 ◆森一美氏を副町長に選任する。

報告第４号 平成28年度健全化判断比率の報告について 29年９月７日 報  告  済

報告第５号 平成28年度資金不足比率の報告について 29年９月７日 報  告  済

報告第６号 松茂町水道特別会計継続費精算報告書について 29年９月７日 報  告  済

議案第34号 動産の買入れについて（福祉バス） 29年９月７日 原案可決

議案第35号 長原ポンプ場主ポンプ改修工事請負契約締結について 29年９月７日 原案可決

議案第36号 松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一 29年９月20日 原案可決
 部を改正する条例

議案第37号 松茂町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条 29年９月20日 原案可決
 例の一部を改正する条例

議案第38号 平成28年度松茂町水道特別会計未処分利益剰余金の処分に 29年９月20日 原案可決
 ついて

議案第39号 平成29年度松茂町一般会計補正予算（第２号） 29年９月20日 原案可決

議案第40号 平成29年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 29年９月20日 原案可決

議案第41号 平成29年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第１号） 29年９月20日 原案可決

議案第42号 平成29年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 29年９月20日 原案可決

議案第43号 平成29年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号） 29年９月20日 原案可決

議案第44号 平成29年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第１号） 29年９月20日 原案可決

議案第45号 平成29年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第１号） 29年９月20日 原案可決

議案第46号 平成29年度松茂町水道特別会計補正予算（第１号） 29年９月20日 原案可決

認定第１号 平成28年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定 29年９月20日 認　　定

認定第２号 平成28年度松茂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 29年９月20日 認　　定

認定第３号 平成28年度松茂町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 29年９月20日 認　　定

認定第４号 平成28年度松茂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 29年９月20日 認　　定

認定第５号 平成28年度松茂町長原渡船運行特別会計歳入歳出決算認定 29年９月20日 認　　定

認定第６号 平成28年度松茂町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定 29年９月20日 認　　定

認定第７号 平成28年度松茂町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定 29年９月20日 認　　定

認定第８号 平成28年度松茂町水道特別会計決算認定 29年９月20日 認　　定

 委員会の閉会中の継続調査について 29年９月20日 原案可決

◆第69号の訂正とお詫び
　松茂町議会だより第69号（平成29年９月７日発行）、
２ページの「議決の結果及び内容」に誤りがありました。
訂正してお詫びいたします。

・報告第３号　専決第１号
　【誤】大東興行株式会社　→　【正】大東興業株式会社
・報告第３号　専決第２号
　【誤】兼子建設株式会社　→　【正】西松建設株式会社　四国支店
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森
谷 　

靖 

議
員

現
在
、
当
町
で
は
小
中
学
校
の

夏
休
み
は
四
十
一
日
あ
る
が
、

静
岡
県
吉
田
町
で
は
、
小
学
校
で
二
十

三
日
ま
た
は
二
十
四
日
、
中
学
校
で
二

十
九
日
と
短
縮
し
て
い
て
、
さ
ら
に
十

六
日
に
し
よ
う
か
と
検
討
し
て
い
る
。

夏
休
み
を
短
縮
す
る
理
由
と
し
て
は
、

授
業
日
を
増
や
す
こ
と
で
一
日
の
授
業

時
間
を
減
ら
し
、
教
師
の
長
時
間
労
働

を
解
消
し
、
か
つ
余
裕
の
で
き
た
時
間

で
授
業
の
準
備
が
で
き
、
質
の
高
い
授

業
が
で
き
る
か
ら
と
い
う
も
の
だ
。

　

当
町
で
も
夏
休
み
短
縮
に
つ
い
て
考

え
て
い
る
か
。
私
が
思
う
に
、
従
来
の

夏
休
み
期
間
中
の
授
業
は
一
日
四
時
間

程
度
で
よ
い
。
国
が
脱
ゆ
と
り
宣
言
を

し
、
今
後
、
教
師
の
負
担
が
ま
す
ま
す

増
え
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
教

師
の
負
担
軽
減
及
び
質
の
高
い
授
業
の

確
保
の
た
め
に
、
学
校
現
場
や
関
係
機

関
と
と
も
に
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

現
在
、
町
内
小
中
学
校
で
は
、

教
頭
会
、
校
長
会
を
経
て
教
育

委
員
会
の
決
定
で
休
業
日
に
六
日
間

（
土
曜
日
五
日
、
夏
休
み
一
日
）
の
授

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

議
員
の
ご
指
摘
の
と
お
り
、
今
後
、

学
校
で
は
道
徳
の
教
科
化
や
、
学
習
指

導
要
領
改
訂
に
よ
る
小
学
校
の
英
語
の

教
科
化
等
、
現
場
の
教
師
の
負
担
も
増

す
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
議
員
ご
提
言
の
夏

休
み
の
短
縮
も
選
択
肢
の
一
つ
と
捉
え

て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
夏
休
み
に
は
教
員
採
用
試
験
、

教
員
免
許
更
新
講
習
を
は
じ
め
各
種
講

習
会
等
が
行
わ
れ
て
お
り
、
短
縮
す
る

に
は
日
程
調
整
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
日
程
調
整
を
含
め
、
本
来
の
目

的
で
あ
る
質
の
高
い
授
業
を
確
保
す
る

た
め
の
方
策
に
つ
い
て
学
校
現
場
や
関

係
機
関
と
よ
く
協
議
・
連
携
し
て
検
討

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

教
師
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
も
期

待
し
て
い
ま
す
。

藤
枝 

善
則 

議
員

町
長
は
所
信
表
明
で
、
町
内
各

所
に
足
を
運
び
、
町
民
の
声
に

耳
を
傾
け
、
町
民
の
目
線
に
立
っ
て
行

政
を
進
め
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
施
策
の

具
体
的
内
容
は
今
後
詰
め
ら
れ
る
と
思

う
が
、
私
か
ら
は
町
民
の
皆
様
に
直
接

関
係
が
あ
る
以
下
の
六
点
を
例
と
し
て

取
り
上
げ
、
町
長
の
取
り
組
み
姿
勢
に

つ
い
て
質
問
す
る
。

⑴
町
の
功
労
者
へ
の
表
彰
式
は
現
在
十

一
月
三
日
に
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

秋
祭
り
と
重
な
り
、
出
席
者
も
少
な

く
、
寂
し
い
表
彰
式
に
な
っ
て
い
る
。

日
程
を
見
直
し
て
は
ど
う
か
。
ま
た

ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
す
ば
ら
し
い
成
績

を
あ
げ
た
方
へ
の
表
彰
制
度
（
名
誉

町
民
等
）
を
設
け
る
な
ど
、
表
彰
規

程
も
見
直
し
て
は
ど
う
か
。

　

本
年
三
回
目
の
定
例
会
が
九
月
七
日
か
ら
二
十
日
に

か
け
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
二
日
目
に
当
た
る
十
一
日

に
は
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
か
ら
新
町
長
を
迎
え
、
新
た
な
町
政
の
船
出
に

ふ
さ
わ
し
い
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
を
聞
き
た
い
！

 
町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

 
町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

 
町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

議会会議録は
松茂町図書館に
配置してあります

町
長
の
行
政
へ
の
取
り

組
み
姿
勢
に
つ
い
て

1

夏
休
み
を
短
縮

1
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⑵
町
民
運
動
会
に
は
一
定
の
成
果
・
意

義
が
あ
っ
た
も
の
の
、
現
状
で
の
必

要
性
を
含
め
、
そ
の
目
的
に
つ
い
て

も
見
直
し
て
は
ど
う
か
。

⑶
町
民
会
議
の
参
加
者
の
多
く
は
自
治

会
役
員
で
、
内
容
も
町
か
ら
の
一
方

的
な
説
明
と
な
っ
て
い
て
、
形
骸
化

し
て
い
る
。
そ
の
あ
り
方
と
し
て
、

例
え
ば
町
民
の
皆
様
の
意
見
・
要
望

を
聞
い
て
、
議
論
し
て
、
町
政
に
反

映
す
べ
き
会
議
と
す
る
な
ど
、
見
直

し
を
し
て
は
ど
う
か
。

⑷
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
、
現
在
、

自
治
会
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
町

内
各
所
の
美
化
活
動
を
行
っ
て
い
た

だ
い
て
い
る
が
、
宅
地
と
用
水
路
の

間
の
沼
揚
場
や
道
路
と
水
路
の
間
、

道
路
の
法
面
等
は
な
か
な
か
清
掃
・

草
刈
り
が
で
き
な
い
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
頼
み
の
体
制
を
見
直
し
て
は
ど
う

か
。
ま
た
町
外
か
ら
の
ご
み
の
持
ち

込
み
、
雑
草
が
生
え
た
民
有
地
の
対

策
等
に
つ
い
て
は
条
例
化
も
視
野
に

対
策
を
急
い
で
ほ
し
い
。

⑸
町
へ
の
要
望
は
自
治
会
を
通
じ
て
行

わ
れ
て
い
る
が
、
自
治
会
未
加
入
の

人
が
増
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
方
法

を
見
直
す
時
期
で
は
な
い
か
。

⑹
地
震
・
津
波
に
備
え
た
避
難
路
の
確

保
は
、
一
応
、
各
地
区
で
な
さ
れ
て

い
る
が
、
中
に
は
倒
れ
そ
う
な
塀
や

家
屋
が
あ
り
、
災
害
時
に
は
支
障
を

来
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
修

繕
・
撤
去
を
義
務
化
す
る
条
例
等
、

対
策
を
早
急
に
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

　

以
上
六
点
は
あ
く
ま
で
例
示
で
あ
り
、

一
つ
一
つ
へ
の
回
答
は
求
め
な
い
が
、

改
め
る
際
に
は
、
町
長
が
述
べ
ら
れ
た

よ
う
に
町
民
の
皆
様
の
声
に
耳
を
傾
け
、

ニ
ー
ズ
を
し
っ
か
り
把
握
し
、
か
つ
町

民
の
皆
様
や
議
会
に
よ
く
説
明
し
た
上

で
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

ま
た
、
例
え
ば
自
治
会
未
加
入
者
が

増
え
、
自
治
会
機
能
が
低
下
し
て
い
る

な
ど
、
時
代
と
と
も
に
地
域
社
会
の
情

勢
は
変
わ
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
合

わ
せ
、
改
め
る
べ
き
は
早
急
に
改
め
て

ほ
し
い
。
運
動
会
な
ど
は
今
か
ら
検
討

し
て
来
年
度
に
は
そ
の
結
果
を
反
映
で

き
る
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
か
。
そ
の
他

の
事
項
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
次
の
十

二
月
議
会
か
ら
検
討
を
始
め
、
全
員
協

議
会
や
常
任
委
員
会
で
提
案
を
し
て
い

た
だ
き
、
議
論
し
て
い
く
の
は
ど
う
か
。

所
信
表
明
で
、
議
員
ご
指
摘
の

よ
う
な
取
り
組
み
姿
勢
を
確
か

に
申
し
上
げ
ま
し
た
。
ま
た
議
員
ご
提

言
の
よ
う
に
、
時
代
に
合
わ
せ
て
変
え

る
べ
き
も
の
は
変
え
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
提
言
を
い
た
だ
い
た
六
つ
の

点
の
う
ち
、
⑴
表
彰
式
と
⑵
町
民
運
動

会
は
既
に
準
備
も
進
ん
で
い
る
の
で
、

来
年
度
以
降
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
が
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
町

民
代
表
で
あ
る
議
員

の
皆
様
か
ら
も
ご
意

見
を
い
た
だ
き
、
長

期
的
視
野
に
立
っ
て

研
究
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
所
信
表
明
の
最
後
の
ほ
う
で
、

町
民
の
皆
様
へ
の
お
願
い
も
申
し
上
げ

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
時
代
と
と
も
に
地

域
社
会
の
あ
り
方
や
実
情
が
変
わ
る
中

で
も
、
町
民
の
皆
様
一
人
一
人
が
、
町

や
地
域
の
た
め
、
何
か
楽
し
み
を
持
っ

て
地
域
活
動
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
議
員
同
様
、
私
も
自

治
会
の
機
能
低
下
を
危
惧
し
て
い
る
た

め
、
こ
の
点
、
特
に
お
願
い
を
申
し
上

げ
ま
し
た
。

　

具
体
的
な
動
き
と
し
て
、
所
信
表
明

で
あ
げ
た
四
つ
の
重
点
施
策
に
つ
い
て
、

教
育
委
員
会
も
含
め
町
当
局
で
、
そ
の

具
体
化
及
び
実
現
の
日
程
等
を
一
カ
月

を
目
途
に
現
在
策
定
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
そ
の
後
は
副
町
長
を
筆
頭
に
教
育

次
長
を
含
め
た
四
名
の
次
長
参
事
会
議

を
随
時
開
催
し
、
施
策
の
内
容
に
応
じ
、

早
い
も
の
は
十
二
月
議
会
で
、
予
算
調

整
を
伴
い
時
間
を
要
す
る
も
の
は
来
年

度
か
ら
、
四
つ
の
重
点
施
策
を
実
現
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の

次
長
参
事
会
議
で
素
案
が
で
き
ま
し
た

ら
、
随
時
、
議
会
や
全
員
協
議
会
で
ご

報
告
を
申
し
上
げ
、
議
会
の
皆
様
の
ご

意
見
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

町
政
に
関
す
る
事
柄
が
テ
レ
ビ

や
新
聞
で
一
旦
報
道
さ
れ
る
と
、

そ
の
善
悪
や
真
偽
を
問
わ
ず
、
住
民
の

皆
様
は
信
じ
て
不
安
に
思
う
こ
と
が
あ

る
。

　

最
近
の
例
で
は
、
町
の
非
正
規
雇
用

職
員
の
割
合
が
約
四
三
％
で
、
県
下
二

位
の
高
さ
で
あ
る
と
か
、
地
震
・
津
波

の
避
難
場
所
の
収
容
人
数
が
県
内
他
自

治
体
に
比
べ
少
な
い
と
い
う
報
道
が

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
報
道
に
接
し
、

町
民
の
皆
様
も
不
安
に
思
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。

　

も
し
報
道
に
誤
解
や
不
安
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
ら
を

払
拭
す
る
べ
く
、
町
は
ど
の
よ
う
に
町

民
の
皆
様
に
説
明
を
尽
く
す
の
か
。
ま

た
、
そ
も
そ
も
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う

に
報
道
機
関
に
は
正
確
な
情
報
提
供
に

努
め
る
と
と
も
に
、
議
会
に
対
し
て
も

十
分
説
明
を
尽
く
し
て
ほ
し
い
。

報
道
に
対
す
る
取
り

組
み

2

の
ほ
う
で
、

報意2

せ
て
い
た
だ町

他
に
つ
いい
て
は
、
町

他員意長てい 他
に
つ
い

員意長て

い
て
は

明
の
最
後
のの
ほ
う
で

いい 意長ていい 長て
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町
内
小
学
校
の
適
正
規

模
・
適
正
配
置
に
つ
い

て
議
論
を
始
め
よ
う

1

議
員
ご
指
摘
の
二
つ
の
例
を
含

め
、
こ
こ
数
年
、
県
内
自
治
体

の
実
績
比
較
が
新
聞
に
載
っ
て
い
ま
す
。

中
に
は
数
字
の
み
を
比
較
し
、
そ
の
背

景
や
算
出
根
拠
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
町
の
非
正
規
雇
用
職
員
の
割

合
に
つ
い
て
は
、
他
の
自
治
体
で
は
文

化
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
や
給
食
セ
ン
タ
ー

な
ど
の
管
理
運
営
を
外
部
委
託
し
て
い

る
事
例
が
あ
り
、
本
町
で
は
直
轄
で
運

営
し
て
い
ま
す
。
ま
た
幼
稚
園
の
預
か

り
保
育
事
業
等
、
特
色
あ
る
事
業
で
は

臨
時
職
員
が
中
心
に
な
っ
て
活
躍
し
て

い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
非
正
規
雇
用
職

員
の
割
合
は
他
自
治
体
よ
り
多
く
出
ま

す
。
今
後
は
、
本
町
で
も
外
部
委
託
化

を
進
め
る
予
定
で
す
の
で
、
非
正
規
雇

用
職
員
の
割
合
は
減
っ
て
い
く
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

避
難
所
の
収
容
人
数
に
つ
い
て
も
、

本
町
で
は
、
長
期
避
難
を
考
慮
し
て
、

他
自
治
体
よ
り
も
一
人
当
た
り
の
面
積

を
大
き
く
と
っ
て
い
る
た
め
、
人
数
と

い
う
量
の
面
で
は
少
な
く
見
え
ま
す
が
、

質
の
面
で
は
他
自
治
体
よ
り
も
す
ぐ
れ

て
い
る
と
考
え
ま
す
。
今
後
も
被
災
者

の
立
場
に
寄
り
添
っ
て
、
避
難
所
収
容

人
数
の
確
保
に
努
め
ま
す
。

　

本
町
は
今
後
も
正
確
な
情
報
提
供
に

努
め
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
報
道
・
表

現
の
自
由
に
配
慮
し
つ
つ
、
新
聞
記
事

等
に
対
す
る
見
解
や
コ
メ
ン
ト
を
町
民

の
皆
様
に
は
広
報
誌
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
通
じ
て
説
明
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。川

田 　

修 

議
員

町
の
教
育
振
興
計
画
第
二
期
に

よ
る
と
、
平
成
三
十
年
度
に
は
、

町
内
の
三
つ
の
小
学
校
の
児
童
数
の
バ

ラ
ン
ス
が
非
常
に
悪
く
な
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
本
年
度
長

原
小
の
入
学
者
は
一
名
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
平
成
二
十
七
年
度
に
文
部
科

学
省
が
出
し
た
「
公
立
小
学
校
・
中
学

校
の
適
正
規
模
・
適
正
配
置
等
に
関
す

る
手
引
」
で
は
、
学
校
規
模
の
適
正
化

に
は
い
ろ
い
ろ
困
難
な
課
題
が
あ
る
が
、

小
学
校
で
は
一
定
の
集
団
規
模
が
確
保

さ
れ
る
こ
と
が
教
育
上
望
ま
し
い
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
学
校
は
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
核
と
し
て
の
性
格
を

有
す
る
の
で
、
「
地
域
と
と
も
に
あ
る

学
校
づ
く
り
」
の
視
点
も
踏
ま
え
た
丁

寧
な
議
論
が
必
要
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

町
で
は
、
新
制
度
の
も
と
で
町
長
部

局
と
教
育
委
員
会
で
総
合
教
育
会
議
を

設
置
し
、
小
学
校
の
適
正
規
模
・
適
正

配
置
に
つ
い
て
も
取
り
組
ん
で
い
る
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
以
下
の
点
を
特
に

指
摘
し
た
い
。

　

有
識
者
会
議
を
設
置
し
、
町
長
部
局

の
副
町
長
や
参
事
が
参
加
し
、
各
界
各

層
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
丁
寧
に
議
論

を
し
て
、
議
事
録
を
広
報
す
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
答
申
を
一
年
か
ら
二
年

で
出
し
て
も
ら
う
べ
き
だ
。

　

も
し
小
学
校
の
統
廃
合
を
行
う
な
ら
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
核
で
あ
る
小

学
校
が
な
く
な
っ
た
地
域
が
衰
退
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
議
論
を
進
め
て
ほ

し
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
町
の
見
解
を

問
う
。

松
茂
町
で
は
、
平
成
二
十
五
年

四
月
に
校
区
再
編
を
行
い
、
小

学
校
の
適
正
規
模
・
適
正
配
置
に
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
の
校
区
再
編
を

行
っ
た
際
は
、
大
学
教
授
を
は
じ
め
、

議
会
議
長
、
教
育
民
生
委
員
長
、
各
学

校
の
校
長
、
学
校
評
議
員
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
会

長
、
地
域
や
企
業
の
代
表
者
ら
十
八
名

で
構
成
さ
れ
た
「
松
茂
町
小
学
校
校
区

検
討
委
員
会
」
を
設
置
し
、
校
区
の
再

編
に
つ
い
て
、
現
行
の
三
小
学
校
制
を

存
続
す
る
こ
と
、
希
望
者
は
小
規
模
校

へ
受
け
入
れ
る
こ
と
、
校
区
再
編
に
変

更
の
あ
っ
た
地
区
に
説
明
会
を
行
う
こ

と
等
の
内
容
で
答
申
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
「
子
ど
も
た
ち
を
ど
う
育

て
る
か
」
を
基
本
と
し
、
町
長
と
教
育

委
員
で
の
総
合
教
育
会
議
の
中
で
、
状

況
の
把
握
を
は
じ
め
会
議
の
設
け
方
等
、

関
係
各
位
と
丁
寧
に
協
議
し
て
い
き
ま

す
。

　

ま
た
、
こ
の
状
況
把
握
に
よ
り
最
終

決
断
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い

ま
す
が
、
「
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校

づ
く
り
」
の
観
点
か
ら
、
地
域
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、

行
政
サ
イ
ド

で
も
検
討
し

て
い
く
方
向

づ
け
を
行
い

た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す

の
で
、
ご
理

解
を
お
願
い

し
ま
す
。
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委
員
長　

板
東　

絹
代

　

付
託
さ
れ
た
議
案
二
件
は
、
原
案
の

と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
改
正
は
大
き
く
三
点
あ
り
、
第

一
点
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
か
ら
大

幅
に
改
正
さ
れ
ま
す
地
方
公
務
員
法
の

施
行
に
向
け
て
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員

に
関
す
る
報
酬
規
定
等
の
整
備
を
行
い

ま
す
。

　

第
二
点
は
、
各
種
委
員
会
・
審
議
会

に
お
い
て
部
会
等
を
設
置
す
る
た
め
に
、

報
酬
規
定
の
整
備
を
行
い
ま
す
。

　

第
三
点
は
、
選
挙
長
・
投
票
管
理

者
・
開
票
管
理
者
な
ど
、
選
挙
に
従
事

す
る
非
常
勤
職
員
に
関
す
る
報
酬
規
定

の
整
備
を
行
い
ま
す
。

町
長
以
外
の
人
で
任
命
権
者
は
い
る

の
で
す
か
。

町
長
部
局
の
任
命
権
者
は
町
長
で
す

が
、
教
育
委
員
会
部
局
な
ら
合
議
体

で
あ
る
教
育
委
員
会
が
任
命
権
者
と

な
り
ま
す
。

教
育
委
員
会
部
局
な
ら
、
ど
の
よ
う

な
部
会
を
置
く
場
合
が
あ
り
ま
す
か
。

例
え
ば
、
い
じ
め
等
の
問
題
が
発
生

し
た
際
に
特
別
な
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー

ム
を
つ
く
る
場
合
な
ど
が
想
定
さ
れ
、

こ
の
際
に
、
委

員
報
酬
を
出
す

の
か
出
さ
な
い

の
か
の
根
拠
と

し
て
条
例
を
定

め
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
一

千
三
百
五
十
九
万
六
千
円
を
追
加
し
、

補
正
後
の
総
額
を
五
十
六
億
八
千
八
十

八
万
六
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
雑
入
で
一
千
百
七
十
一
万
五

千
円
の
増
額
補
正
は
、
公
共
下
水
道
特

別
会
計
な
ど
、
各
特
別
会
計
の
平
成
二

十
八
年
度
決
算
確
定
に
伴
い
、
繰
越
金

の
返
納
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
財
産
管
理
費
で
五
十
万
円
の

増
額
補
正
は
、
庁
舎
前
設
置
の
浄
化
槽

ス
ク
リ
ー
ン
に
不
具
合
が
生
じ
て
い
る

た
め
修
繕
を
行
う
も
の
で
す
。

　

国
際
交
流
ま
ち
づ
く
り
事
業
費
で
七

十
八
万
円
の
減
額
補
正
は
、
決
算
見
込

み
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

繰
出
金
で
百
五
十
万
円
の
減
額
補
正

は
、
各
特
別
会
計
の
補
正
に
対
応
す
る

た
め
行
う
も
の
で
す
。

委
員
長　

立
井　

武
雄

　

付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
七
件
は
、
原

案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

改
正
の
内
容
は
、
松
茂
ス
マ
ー
ト
Ｉ

Ｃ
周
辺
地
区
計
画
の
決
定
に
伴
い
、
周

辺
の
影
響
を
考
慮
し
、
建
築
基
準
法
第

六
十
八
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
地

区
計
画
に
お
い
て
定
め
た
事
項
の
う
ち
、

特
に
重
要
な
事
項
と
し
て
建
築
物
の
用

途
な
ど
に
関
す
る
制
限
を
定
め
る
も
の

で
す
。

地
区
計
画
は
、
今
後
他
の
区
域
も
進

め
て
い
く
予
定
は
あ
り
ま
す
か
。

徳
島
と
く
と
く
タ
ー
ミ
ナ
ル
周
辺
に

つ
い
て
計
画
を
進
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
度

松
茂
町
水
道
特
別
会
計
決
算
に
伴
い
生

じ
た
剰
余
金
を
処
分
す
る
も
の
で
す
。

　

未
処
分
利
益
剰
余
金
の
当
年
度
末
残

高
は
二
億
八
千
九
十
九
万
五
千
八
百
七

十
四
円
で
、
こ
の
う
ち
二
千
万
円
を
減

債
積
立
金
に
、
一
億
八
千
万
円
を
建
設

改
良
積
立
金
に
そ
れ
ぞ
れ
積
み
立
て
、

残
り
八
千
九
十
九
万
五
千
八
百
七
十
四

円
を
繰
越
利
益
剰
余
金
と
し
て
繰
り
越

し
す
る
も
の
で
す
。

ＱＡ

平
成
二
十
九
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）（
所
管
分
）

産
業
建
設
常
任
委
員
会

平
成
二
十
八
年
度
松
茂

町
水
道
特
別
会
計
未
処

分
利
益
剰
余
金
の
処
分

に
つ
い
て

主
な
質
疑
事
項

ＱＡＡ Ｑ
主
な
質
疑
事
項

松
茂
町
各
種
委
員
会
委

員
等
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
支
給
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

総
務
常
任
委
員
会

　

第
三
回
定
例
会
に
お
け
る

委
員
長
報
告
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
各
会
計
の
補
正
総
額
等
は
、
議
決
の

結
果
及
び
内
容
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
）

常
任
委
員
会

　

委
員
長
レ
ポ
ー
ト

松
茂
町
地
区
計
画
の
区
域

内
に
お
け
る
建
築
物
の
制

限
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
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歳
入
の
雑
入
で
公
共
下
水
道
及
び
農

業
集
落
排
水
特
別
会
計
繰
越
金
返
納
金

は
、
平
成
二
十
八
年
度
の
決
算
に
よ
り

一
般
会
計
に
返
納
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
と
い
た
し
ま
し
て
、

農
地
費
で
三
百
万
円
の
増
額
補
正
は
、

豊
岡
排
水
機
場
の
除
塵
機
が
故
障
し
、

緊
急
に
修
繕
す
る
必
要
が
生
じ
、
既
決

予
算
で
対
応
し
た
こ
と
か
ら
補
正
す
る

も
の
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
二
百
七
十
六
万
三
千
円
を
追
加

し
、
補
正
後
の
予
算
の
総
額
を
一
千
四

百
六
十
四
万
五
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
繰
越
金
で
二
百
七
十
六
万
三

千
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
八
年

度
の
決
算
に
よ
る
も
の
で
、
歳
出
で
同

額
を
予
備
費
に
充
て
る
も
の
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
三
十
八
万
九
千
円
を
追
加
し
、

補
正
後
の
予
算
の
総
額
を
一
億
九
百
六

十
三
万
四
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
繰
越
金
三
十
二
万
九
千
円
は
、

平
成
二
十
八
年
度
の
決
算
に
よ
る
も
の

で
す
。

　

歳
出
の
管
理
費
で
六
万
円
の
増
額
補

正
は
、
使
用
料
収
入
が
平
成
二
十
六
年

度
に
一
千
万
円
超
え
た
こ
と
に
よ
り
、

平
成
二
十
八
年
度
事
業
分
か
ら
消
費
税

の
申
告
義
務
が
生
じ
、
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
を
納
付
す
る
た
め
で
あ
り
ま

す
。
繰
越
金
で
三
十
二
万
九
千
円
は
、

平
成
二
十
八
年
度
決
算
に
よ
る
も
の
で
、

歳
出
で
同
額
を
一
般
会
計
繰
入
金
返
還

金
で
増
額
補
正
す
る
も
の
で
す
。

　

八
月
末
日
の
接
続
状
況
に
つ
い
て
は
、

長
岸
地
区
、
中
喜
来
地
区
、
北
川
向
地

区
の
三
地
区
の
合
計
は
三
百
二
十
一
戸

で
、
接
続
率
は
約
七
三
・
八
％
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
二
百
六
十
三
万
円
を
追
加
し
、

補
正
後
の
予
算
の
総
額
を
六
億
七
千
百

三
十
万
一
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

繰
越
金
で
二
百
六
十
三
万
円
は
、
平

成
二
十
八
年
度
決
算
に
よ
る
も
の
で
、

歳
出
で
同
額
を
一
般
会
計
繰
入
金
返
還

金
と
し
て
増
額
補
正
す
る
も
の
で
す
。

　

八
月
末
日
の
接
続
状
況
に
つ
い
て
は
、

公
共
汚
水
ま
す
設
置
戸
数
、
一
千
百
四

十
一
戸
に
対
し
て
接
続
完
了
戸
数
が
六

百
三
十
六
戸
で
、
接
続
率
は
約
五
五
・

七
％
で
す
。

　

水
道
課
職
員
の
手
当
が
変
更
に
な
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
建
設
改
良
費

五
十
一
万
七
千
円
を
増
額
す
る
も
の
で

す
。

委
員
長　

川
田　

修

　

付
託
さ
れ
た
議
案
四
件
は
、
原
案
の

と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

歳
入
の
心
身
障
害
者
福
祉
費
補
助
金

で
七
十
一
万
二
千
円
の
増
額
補
正
は
、

制
度
改
正
に
伴
う
電
算
シ
ス
テ
ム
改
修

費
用
に
つ
い
て
障
害
者
総
合
支
援
事
業

費
補
助
金
が
追
加
交
付
に
よ
る
も
の
で

す
。
児
童
福
祉
費
補
助
金
で
百
十
六
万

七
千
円
の
増
額
補
正
は
、
松
茂
ひ
ま
わ

り
保
育
園
の
防
犯
対
策
強
化
整
備
に
つ

い
て
保
育
所
等
整
備
交
付
金
が
追
加
交

付
に
よ
る
も
の
で
す
。
雑
入
で
介
護
保

険
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
繰

越
金
返
納
金
は
、
平
成
二
十
八
年
度
の

決
算
に
よ
り
一
般
会
計
に
返
納
す
る
も

の
で
す
。

　

歳
出
の
障
害
者
福
祉
費
で
百
四
十
二

万
五
千
円
の
増
額
補
正
は
、
障
害
者
総

合
支
援
法
及
び
児
童
福
祉
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
が
平
成
三
十
年
四
月
一

日
か
ら
の
施
行
に
伴
い
、
現
行
シ
ス
テ

ム
の
改
修
を
行
う
も
の
で
す
。
児
童
福

祉
総
務
費
委
託
料
で
四
十
三
万
二
千
円

の
増
額
補
正
は
、
徳
島
県
の
子
ど
も
は

ぐ
く
み
医
療
費
助
成
事
業
の
補
助
金
交

付
要
綱
の
改
正
に
伴
い
、
現
行
シ
ス
テ

ム
の
改
修
を
行
う
も
の
で
す
。
負
担
金

補
助
及
び
交
付
金
で
百
七
十
五
万
円
の

増
額
補
正
は
、
松
茂
ひ
ま
わ
り
保
育
園

が
防
犯
対
策
強
化
の
施
設
整
備
を
実
施

す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
も
の
で

す
。
体
育
館
管
理
費
の
備
品
購
入
費
で

百
十
万
円
の
増
額
補
正
は
、
第
二
体
育

館
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
等
の
故
障
に
伴
い
、

平
成
二
十
九
年
度
松
茂

町
公
共
下
水
道
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

平
成
二
十
九
年
度
松
茂

町
水
道
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
一
号
）

平
成
二
十
九
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）（
所
管
分
）

教
育
民
生
常
任
委
員
会

平
成
二
十
九
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）（
所
管
分
）

平
成
二
十
九
年
度
松
茂

町
長
原
渡
船
運
行
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
一
号
）

平
成
二
十
九
年
度
松
茂

町
農
業
集
落
排
水
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
一
号
）
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修
復
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
し

く
買
い
か
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

松
茂
ひ
ま
わ
り
保
育
園
防
犯
対
策
強

化
整
備
事
業
補
助
金
の
事
業
内
容
を

詳
し
く
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

松
茂
ひ
ま
わ
り
保
育
園
は
増
築
を
重

ね
て
お
り
見
通
し
が
悪
く
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
侵
入
防
止
の
フ
ェ
ン

ス
や
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
強
化
の

た
め
の
防
犯
カ

メ
ラ
等
を
整
備

し
ま
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
七
百
三
万
八
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
十
九
億
三
千
七
百
二

十
七
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
制
度
関
係
業
務
準
備
事
業
費

補
助
金
四
百
十
四
万
七
千
円
の
増
額
補

正
は
、
平
成
三
十
年
度
か
ら
の
国
保
制

度
改
革
に
伴
い
、
現
行
シ
ス
テ
ム
の
改

修
を
行
う
事
業
費
を
国
が
補
助
す
る
も

の
で
す
。
前
年
度
繰
越
金
で
五
百
五
十

二
万
六
千
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二

十
八
年
度
の
実
績
に
伴
う
返
還
金
の
財

源
に
充
て
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
償
還
金
で
五
百
五
十
二
万
六

千
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
八
年

度
の
実
績
に
よ
り
、
超
過
と
な
っ
た
退

職
者
医
療
療
養
給
付
費
交
付
金
を
返
還

す
る
も
の
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
百
十
九
万
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
十
億
九
千
五
百
五
十

九
万
一
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
一
般
会
計
繰
入
金
、
事
務
負

担
分
百
七
万
二
千
円
の
増
額
補
正
は
、

介
護
認
定
審
査
会
共
同
設
置
負
担
金
の

増
額
に
伴
う
も
の
で
す
。
介
護
給
付
費

準
備
基
金
繰
入
金
二
百
十
八
万
二
千
円

の
増
額
補
正
は
、
介
護
給
付
費
準
備
基

金
を
取
り
崩
し
、
歳
出
の
増
額
補
正
分

の
財
源
に
充
て
る
も
の
で
す
。
繰
越
金

で
一
千
七
百
八
十
九
万
二
千
円
の
増
額

補
正
は
、
平
成
二
十
八
年
度
実
績
に
伴

う
返
還
金
の
財
源
に
充
て
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
介
護
認
定
審
査
会
費
で
百
七

万
二
千
円
の
増
額
補
正
は
、
認
定
審
査

会
担
当
職
員
の
人
事
異
動
に
伴
う
、
北

島
町
及
び
松
茂
町
介
護
認
定
審
査
会
共

同
設
置
負
担
金
の
増
額
で
す
。
償
還
金

で
二
千
六
万
九
千
円
の
増
額
補
正
は
、

平
成
二
十
八
年
度
の
事
業
費
等
が
確
定

し
た
こ
と
に
伴
う
返
還
金
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
百
三
万
四
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
億
六
千
五
百
三
十
七

万
二
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
繰
越
金
で
百
三
万
四
千
円
の

増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
八
年
度
決
算

に
よ
る
も
の
で
、
歳
出
で
同
額
を
一
般

会
計
繰
入
金
返
還
金
で
増
額
補
正
す
る

も
の
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　

こ
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
か
ら
「
教

育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の

状
況
の
点
検
及
び
評
価
報
告
書
」
を
議

会
に
提
出
し
た
と
の
説
明
を
受
け
ま
し

た
。

　

続
い
て
、
徳
島
新
聞
で
報
道
の
あ
り

ま
し
た
、
国
民
健
康
保
険
の
標
準
保
険

料
の
平
成
二
十
九
年
度
試
算
結
果
に
つ

い
て
担
当
課
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

平
成
三
十
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険

の
財
政
運
営
の
主
体
が
市
町
村
か
ら
県

に
移
り
ま
す
。
県
は
新
た
な
標
準
保
険

料
を
試
算
し
、
試
算
結
果
を
公
表
し
ま

し
た
。
松
茂
町
は
一
人
当
た
り
の
標
準

保
険
料
額
が
県
内
市
町
村
で
ト
ッ
プ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
松
茂
町
は
こ
れ
ま

で
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
を
財
源
の

一
部
と
す
る
こ
と
で
、
国
保
事
業
運
営

の
安
定
化
を
図
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
引
き
続
き
、
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
金
を
財
源
の
一
部
と
し
、
保
険
税

額
の
上
昇
の
抑
制
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
三
十
年
度
か
ら
保
険
者

と
な
る
県
に
も
負
担
軽
減
に
つ
い
て
要

望
を
し
て
い
き
ま
す
と
理
解
を
求
め
、

全
会
一
致
で
了
承
し
ま
し
た
。

　

決
算
審
査
は
、
議
会
が
決
定
し
た
予

算
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
審
査
す
る
と
と
も
に
、
住
民
に
か

わ
っ
て
行
政
効
果
を
検
証
す
る
も
の
で

す
。

　

町
長
か
ら
監
査
委
員
の
意
見
を
つ
け

て
提
出
さ
れ
た
八
会
計
の
決
算
認
定
は
、

第
三
回
定
例
会
に
お
い
て
全
て
が
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
度

各
会
計
の
決
算
を
認
定

平
成
二
十
八
年
度

各
会
計
の
決
算
を
認
定

平
成
二
十
八
年
度

各
会
計
の
決
算
を
認
定

平
成
二
十
九
年
度
松
茂

町
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
一
号
）

平
成
二
十
九
年
度
松
茂

町
後
期
高
齢
者
医
療
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）

平
成
二
十
九
年
度
松
茂

町
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
一

号
）

Ａ Ｑ
主
な
質
疑
事
項
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決
算
審
査
の
結
果

　

平
成
二
十
八
年
度
一
般
会
計
及
び
特

別
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
書
に
つ
い
て
、

関
係
諸
帳
簿
、
証
拠
書
類
等
と
照
合
し

た
結
果
、
収
支
計
数
は
正
確
で
あ
り
、

予
算
の
執
行
に
つ
い
て
も
適
正
な
も
の

と
認
め
ま
す
。

　

決
算
審
査
で
付
さ
れ
た
意
見

　

た
だ
し
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、

一
層
の
努
力
を
望
み
ま
す
。

⑴
一
般
会
計
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
歳

入
に
お
い
て
前
年
度
よ
り
約
八
億
九

千
三
百
万
円
、
一
四
・
一
ポ
イ
ン
ト

増
、
歳
出
は
約
九
億
八
千
三
百
万
円
、

一
六
・
〇
ポ
イ
ン
ト
増
と
な
っ
て
い

ま
す
。
前
年
度
と
比
較
し
て
増
額
の

理
由
は
、
防
災
拠
点
と
し
て
住
民
の

避
難
場
所
や
備
蓄
倉
庫
を
備
え
た
役

場
本
庁
舎
改
築
、
中
喜
来
地
区
の
津

波
避
難
タ
ワ
ー
建
設
な
ど
防
災
対
策

事
業
及
び
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
改

築
事
業
等
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
よ

る
も
の
で
す
。
各
年
度
に
お
い
て
、

国
庫
補
助
事
業
等
に
よ
り
増
減
は
あ

り
ま
す
が
、
平
成
二
十
八
年
度
に
お

い
て
は
、
歳
入
の
増
加
が
歳
出
の
増

加
を
一
・
九
ポ
イ
ン
ト
下
回
っ
て
お

り
ま
す
。
実
質
収
支
額
は
六
千
八
百

八
万
七
千
一
円
（
前
年
度
七
千
八
百

七
十
七
万
五
千
九
百
七
十
九
円
）
の

対
前
年
比
減
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

厳
し
い
財
政
事
情
の
中
、
今
後
と
も

適
正
で
効
率
的
な
歳
入
の
確
保
に
努

め
、
限
ら
れ
た
経
費
で
大
き
な
効
果

が
上
げ
ら
れ
る
よ
う
積
極
的
に
各
種

事
業
を
展
開
し
て
く
だ
さ
い
。

　

町
税
に
つ
い
て
は
、
約
三
千
二
百

万
円
の
増
収
に
な
っ
て
お
り
、
徴
収

率
も
九
八
・
二
三
％
（
前
年
度
九

八
・
〇
一
％
）
と
、
県
下
で
は
高
い

徴
収
率
が
維
持
で
き
て
い
ま
す
。
経

済
情
勢
が
厳
し
い
中
、
徴
収
が
難
し

い
状
況
で
あ
り
ま
す
が
、
現
年
分
、

滞
納
繰
越
分
と
も
に
差
し
押
え
等
の

滞
納
処
分
も
含
め
徴
収
向
上
対
策
が

認
め
ら
れ
ま
す
。
公
平
性
と
歳
入
確

保
の
た
め
に
な
お
一
層
の
努
力
を
期

待
し
ま
す
。

　

町
営
住
宅
使
用
料
に
つ
い
て
、
過

年
度
滞
納
が
見
ら
れ
ま
す
。
公
平
性

と
歳
入
確
保
の
た
め
、
引
き
続
き
徴

収
努
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

財
政
の
硬
直
化
を
示
す
経
常
収
支

比
率
は
七
六
・
六
％
と
前
年
度
よ
り

一
・
八
ポ
イ
ン
ト
上
が
っ
て
お
り
ま

す
が
、
良
好
な
傾
向
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
厳

し
い
財
政
運
営
に
な
る
の
で
、
経
常

監
査
委
員

・
日
根
啓
一

・
佐
藤
富
男

決
算
審
査
結
果

平成 27 年度 6,333,359,431 6,166,388,452 166,970,979 88,195,000 78,775,979

平成 28 年度 7,226,531,361 7,150,311,083 76,220,278 8,133,277 68,087,001

平成 27 年度 1,935,906,388 1,834,712,126 101,194,262  101,194,262

平成 28 年度 1,937,767,732 1,847,094,073 90,673,659  90,673,659

平成 27 年度 1,037,165,018 1,010,780,029 26,384,989  26,384,989

平成 28 年度 1,042,797,389 1,015,028,686 27,768,703  27,768,703

平成 27 年度 147,287,454 146,760,754 526,700  526,700

平成 28 年度 162,708,251 161,672,927 1,035,324  1,035,324

平成 27 年度 14,696,946 11,600,518 3,096,428  3,096,428

平成 28 年度 14,665,956 11,590,480 3,075,476  3,075,476

平成 27 年度 101,695,377 101,221,097 474,280  474,280

平成 28 年度 106,184,195 105,855,075 329,120  329,120

平成 27 年度 514,263,442 511,503,838 2,759,604  2,759,604

平成 28 年度 450,334,644 447,704,405 2,630,239  2,630,239

平成 27 年度 379,775,907 291,523,219 88,252,688  88,252,688

平成 28 年度 384,037,389 289,521,268 94,516,121  94,516,121

認定第１号
一 般 会 計

認定第 2号
国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

認定第 3号
介 護 保 険
特 別 会 計

認定第 4号
後期高齢者医療
特 別 会 計

認定第 5号
長 原 渡 船 運 行
特 別 会 計

認定第 6号
農 業 集 落 排 水
特 別 会 計

認定第 7号
公 共 下 水 道
特 別 会 計

認定第 8号
水 道 特 別 会 計
（収益的収入及び支出）

  差し引き 翌年度へ繰り歳入総額 歳出総額    実質収支額    繰越額 越すべき財源

認定第 1号から第 8号までの各会計歳入歳出決算認定 （単位：円）
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支
出
を
抑
制
し
、
引
き
続
き
財
政
の

健
全
化
に
一
層
努
力
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
保
険
税

の
収
納
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
年
度

に
比
べ
収
入
未
済
額
は
四
・
七
ポ
イ

ン
ト
減
少
し
て
お
り
、
一
昨
年
四
月

か
ら
賦
課
徴
収
事
務
を
税
務
課
に
統

合
し
て
、
町
税
と
と
も
に
効
率
的
な

滞
納
処
分
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
が

伺
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
収
入
未
済
額
の

う
ち
滞
納
繰
越
分
の
占
め
る
割
合
が

七
九
・
〇
％
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
、

厳
正
・
的
確
な
滞
納
整
理
に
よ
り
、

滞
納
繰
越
分
の
圧
縮
を
期
待
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
増
え
続
け
る
医
療
費
の
抑

制
を
図
る
た
め
、
健
康
増
進
事
業
の

推
進
等
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

⑶
介
護
保
険
特
別
会
計
の
保
険
料
の
収

納
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
年
と
同
水

準
と
な
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
徴

収
率
向
上
に
努
力
し
て
く
だ
さ
い
。

今
後
も
財
源
を
確
保
し
、
制
度
の
円

滑
な
運
営
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

⑷
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
の
状
況

に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
五
年
度
に
は

お
よ
そ
四
人
に
一
人
が
七
十
五
歳
以

上
と
い
う
超
高
齢
化
社
会
が
予
想
さ

れ
る
状
況
で
あ
る
の
で
、
高
齢
者
の

健
康
維
持
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

⑸
長
原
渡
船
運
行
特
別
会
計
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
良
好
な
運
営
が
で
き
て

お
り
、
引
き
続
き
渡
船
の
安
全
運
行

に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

⑹
農
業
集
落
排
水
と
公
共
下
水
道
特
別

会
計
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
わ
た
り

公
債
費
の
償
還
が
続
き
、
一
般
会
計

か
ら
の
繰
出
金
が
継
続
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
本
町
の
財
政
環
境
に

非
常
に
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
る

こ
と
に
な
る
の
で
、
加
入
促
進
に
努

め
、
長
期
的
な
継
続
事
業
と
し
て
、

効
果
の
高
い
計
画
的
な
事
業
の
遂
行

を
望
み
ま
す
。

⑺
水
道
特
別
会
計
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

健
全
な
経
営
が
で
き
て
お
り
、
水
道

料
金
の
収
納
率
も
良
好
で
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
ま
す
。
引
き
続
き
配
水

管
及
び
石
綿
管
の
布
設
替
え
を
実
施

し
、
安
全
な

水
が
安
定
的

に
供
給
さ
れ

る
こ
と
を
望

み
ま
す
。

　

健
全
化
判
断
比
率
及
び

　
　
　
　
　

資
金
不
足
比
率
の
報
告

　

財
政
状
況
の
基
準
を
示
す
数
値
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
良
好
な
数
値
が
維
持
さ
れ

て
お
り
、
財
政
が
極
め
て
健
全
な
自
治

体
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

平
成
二
十
九
年
九
月
七
日
に
議
員
全

員
、
町
長
は
じ
め
担
当
課
職
員
出
席
の

も
と
、
町
づ
く
り
に
関
わ
る
重
要
事
項

に
つ
い
て
協
議
い
た
し
ま
し
た
の
で
主

な
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

　

防
衛
省
中
国
四
国
防
衛
局
は
、
航
空

機
騒
音
の
空
港
周
辺
環
境
対
策
と
し
て

対
象
と
な
っ
て
い
る
第
一
種
区
域
の
見

直
し
を
当
面
行
わ
ず
、
延
期
と
な
っ
た

こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

理
由
と
し
て
、
引
き
続
き
待
機
世
帯

解
消
の
た
め
、
一
般
住
宅
の
住
宅
防
音

工
事
の
実
施
を
優
先
す
る
た
め
で
す
。

見
直
し
が
今
年
度
中
止
と
な
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
当
面
の
間
は
町
が
受
け
る
防

衛
省
か
ら
の
交
付
金
に
対
す
る
影
響
は

な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
と
の
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
九
年
九
月
七
日
に
議
員
全

員
、
危
機
管
理
室
職
員
他
関
係
職
員
が

徳
島
県
立
防
災
セ
ン
タ
ー
（
北
島
町
）

へ
赴
き
、
中
央
構
造
線
を
震
源
と
す
る

直
下
型
地
震
に
つ
い
て
研
修
を
受
け
ま

し
た
。
研
修
に
つ
い
て
主
な
内
容
を
報

告
し
ま
す
。

　

徳
島
県
で
は
、
海
溝
型
地
震
と
内
陸

型
地
震
の
発
生
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

海
溝
型
地
震
は
過
去
お
お
む
ね
百
年
か

ら
百
五
十
年
の
間
隔
で
Ｍ
八
程
度
ク
ラ

ス
の
大
規
模
地
震
が
発
生
し
て
お
り
、

今
後
三
十
年
以
内
に
Ｍ
八
か
ら
九
ク
ラ

ス
の
発
生
確
率
は
七
〇
％
程
度
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
内
陸
型
地
震
中
央
構

造
線
・
活
断
層
地
震
の
発
生
確
率
は
、

再
来
間
隔
千
年
か
ら
一
千
六
百
年
で
あ

り
、
今
後
三
十
年
以
内
の
発
生
率
は
ほ

ぼ
ゼ
ロ
か
ら
〇
・
四
％
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
規
模
も
Ｍ
八
程
度
で
、
最
新

活
動
時
に
は
水
平
方
向
（
右
横
ず
れ
）

に
六
か
ら
七
メ
ー
ト
ル
程
度
、
北
側
が

二
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
程
度
隆
起
す
る
と

予
想
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
、
図
面
か
ら
中
央
構
造
線
・

活
断
層
地
震
の
被
害
想
定
、
液
状
化
危

険
度
分
布
図
、
予

想
さ
れ
る
建
物
被

害
（
全
壊
・
半

壊
・
焼
失
数
）
、

人
的
被
害
な
ど
の

説
明
が
あ
り
ま
し

た
。

騒
音
区
域
図
「
コ
ン
タ
ー
」

変
更
の
延
期
に
つ
い
て

騒
音
区
域
図
「
コ
ン
タ
ー
」

変
更
の
延
期
に
つ
い
て

地
震
・
津
波
対
策

特
別
委
員
会
報
告

全
員
協
議
会
報
告
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 ８月28日、藍住町において「徳
島県知事及び板野郡各町議長・
副議長事業意見交換会」が開催
され、本町から一森議長が出席
しました。
　この意見交換会は、板野郡の
議長・副議長が一堂に会し、県
有の道路、河川など、各町のさ
まざまな課題について、毎年知
事に対しまして要望事項を提示
しております。
　松茂町からは「徳島県開発審
査会への付議基準の改正（市街
化調整区域内における土地利用
の規制緩和）」について要望し、
意見交換をしました。なお、意
見交換会後に前議長の退任式が
あり、佐藤富男前議長も出席さ
れました。

　

九
月
二
十
六
日
、
高
知
県
高
知
市
ザ 

ク
ラ
ウ
ン
パ
レ
ス
新
阪
急
高
知
に
お
い

て
、「
四
国
四
県
町
村
長
・
議
長
大
会
」
が
開
催
さ
れ
、
本
町
か
ら
吉
田
町
長
、

一
森
議
長
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

こ
の
大
会
は
、
四
国
の
町
村
長
・
議
長
が
一
堂
に
会
し
、
町
村
の
抱
え
る
重

要
課
題
に
つ
い
て
決
議
す
る
と
と
も
に
、
決
議
の
実
現
の
た
め
に
お
互
い
に
連

携
を
密
に
し
な
が
ら
行
動
し
、
多
様
で
個
性
豊
か
な
町
村
自
治
の
振
興
と
住
民

福
祉
の
向
上
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

四
国
四
県
町
村
長
・
議
長
大
会

四
国
四
県
町
村
長
・
議
長
大
会

大会での決議内容
● 決議事項

・地方財政の充実・強化及び地方創生の推進について

・南海トラフ地震対策等、防災・減災対策の充実強化について

・四国地方の交通基盤等の整備促進について

・農林水産業・地域の活力創造について

● 参議院選挙の合区の見直しに関する特別決議

● 「四国八十八箇所霊場と遍路道」に関する共同アピール

徳島県知事及び板野郡各町議長・副議長
事業意見交換会

徳島県知事及び板野郡各町議長・副議長
事業意見交換会

一森議長

佐藤富男前議長

徳島県知事
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編 

集 

後 

記

　

た
だ
い
ま
十
月
十
一
日
で
す
。
議
会
だ

よ
り
が
皆
さ
ん
に
届
く
こ
ろ
に
は
思
い
出

話
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ち

ょ
う
ど
昨
日
か
ら
衆
議
院
選
挙
が
始
ま
り
、

街
宣
車
も
走
り
出
し
ま
し
た
。
首
相
の
権

限
で
解
散
さ
れ
て
、
任
期
途
中
で
選
挙
に

向
か
う
議
員
の
方
々
は
大
変
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　

余
談
で
す
が
、
今
ま
で
解
散
せ
ず
四
年

間
丸
々
終
わ
っ
た
の
は
一
回
だ
け
だ
そ
う

で
す
。
徳
島
の
三
木
総
理
の
と
き
だ
け
、

な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
森
友
・
加
計
問
題

の
説
明
も
な
く
、
自
民
党
内
で
も
異
論
が

出
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
っ
か
り
説
明
す

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
日
本
の
こ
と
、
国
民
の
こ
と
を
考

え
て
く
れ
る
人
を
選
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

簡
単
な
健
康
法
第
二
弾
、
ウ
オ
ー
キ
ン

グ
を
し
て
い
る
方
、
朝
よ
り
夕
方
が
い
い

そ
う
で
す
。
寝
起
き
は
血
液
が
ド
ロ
ド
ロ

の
た
め
血
栓
が
で
き
や
す
い
そ
う
で
す
。

ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
を
少
し
薄
め
て
冷
た

い
も
の
を
歩
き
な
が
ら
飲
ん
で
く
だ
さ
い
。

目
標
は
一
日
八
千
歩
、
そ
の
う
ち
早
歩
き

を
二
十
分
す
る
と
、
と
て
も
よ
い
そ
う
で

す
。
八
千
歩
以
上
歩
い
て
も
余
り
効
果
は

な
い
よ
う
で
す
。
無
理
を
せ
ず
、
疲
れ
な

い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
議
会
広
報
特
別
委
員
会

委
員
長　

鎌
田
寛
司

副
委
員
長　

佐
藤
禎
宏

委
員　

藤
枝
善
則

委
員　

原
田
幹
夫

委
員　

佐
藤
道
昭

　10月12日、愛媛県松山市ひめぎんホール「サブホール」
において、「第58回四国地区町村議会議長会研修会」が開
催され、本町から一森議長が出席しました。
　開会後、自治功労者表彰式を行い、本県から１名が表彰さ
れました。
　その後、２名の講演があり、「海に守られた日本から海を
守る日本へ」、「宝塚に学ぶリーダーシップとチームワー
ク」と題した講演でありました。
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▲京都府精華町
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十
月
二
十
五
日
か
ら
十
月
二
十
七
日
の
三
日
間
、
京
都
府

精
華
町
、
熊
本
県
南
阿
蘇
村
、
熊
本
城
に
お
い
て
行
政
視
察

研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

京
都
府
精
華
町
で
は
「
議
会
活
性
化
の
取
り
組
み
、
期
待

さ
れ
る
議
会
の
姿
」
に
つ
い
て
、
基
本
条
例
制
定
の
問
題

点
、
町
民
と
の
意
見
交
換
会
の
実
施
方
法
な
ど
説
明
を
受
け

ま
し
た
。

　

熊
本
県
南
阿
蘇
村
で
は
「
熊
本
地
震
に
よ
る
復
興
状
況
及

び
防
災
対
策
」
に
つ
い
て
、
避
難
所
の
開
設
・
運
営
、
災
害

廃
棄
物
処
理
・
家
屋
等
の
撤
去
方
法
、
物
資
受
け
入
れ
の
課

題
な
ど
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

最
終
日
に
は
熊
本
城
の
被
害
状
況
を
視
察
し
、
全
て
の
復

旧
を
今
後
約
二
十
年
か
け
て
、
城
全
体
の
復
旧
を
進
め
る
計

画
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
の
視
察
研
修
で
学
ん
だ
こ
と
を
今
後
に
活
か
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼熊本県南阿蘇村


